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入居予定者向け「入居案内」 

（留学生） 

東京大学 インターナショナル ロッジ 

駒場ロッジ別館 

 

このお知らせには、駒場ロッジ別館への入居予定者が、入居に先立ち知っておくべ

きこと、承諾すべきことが記載されています。必ず通読し、内容を把握すること

は、すべての入居予定者の責務です。 

 

必ずすべきこと 

1. 原則として、入居は入居許可期間の最初の日から 7 日以内に、必ず完了しなく

てはなりません。 

− この期間より前の入居は、一切認めません。 

− 事前の通知と正当化しうる理由がないまま指定期間内に入居しないと、入居

が取り消されます。 

2. ロッジへの到着日が決まり次第、E メールで、ロッジ事務室に報告しなくては

なりません。 komaba_lodge.adm@gs.mail.u-tokyo.ac.jp   

見出しには、「K104S 到着日」のように、必ず部屋番号を記載してくださ

い。空港またはロッジへのおおよその到着時刻が決まり次第、到着予定の空港

名および時刻をお知らせください。 

以下 3 点の書式を記入のうえ、到着時またはそれ以前にロッジ事務室に提出し

なければなりません。 

1) 入居届 

- 写真の貼付が必要です。 

2) 誓約書 

3) 新入居者の方へ 

これらの書面は、以下からダウンロードが可能です。 

 https://www.u-tokyo.ac.jp/adm/housing-office/ja/download/index_00002.html 

3. ベッド、マットレスを除く寝具（枕、枕カバー、シーツ、毛布、掛け布団、な

ど）は、各居住者が用意することになっています。(詳細は、3 ページ参照。) 

 

 

 

 

 

mailto:komaba_lodge.adm@gs.mail.u-tokyo.ac.jp
https://www.u-tokyo.ac.jp/adm/housing-office/ja/download/index_00002.html
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1.ロッジ事務室の連絡先 

ロッジでの生活に関する質問などありましたら、ロッジ事務室にご連絡ください。 

駒場ロッジ別館 事務室 

 

所在地：      〒153-0041 

       東京都目黒区駒場 4-6-29  

電話：            03-3485-1980 

ファクシミリ：03-3485-1997 

E メール：        komaba_lodge.adm@gs.mail.u-tokyo.ac.jp   

受付時間：  月～金曜日    8:00～12:00 / 13:00～20:00 

                         土・日曜日と祝日 8:00～12:00 / 13:00～18:00   

（事務室の窓口業務は 12:00～13:00 休止しております。） 

入居当日は、事務室の上記受付時間内に、駒場ロッジ別館にお越しください。 

ロッジ事務室の受付時間外の到着は、原則認められていません。時間内に到着 

できない場合は、必ず前もって事務室に連絡してください。 

 

2. 別送品 

ロッジ事務室は、入居前に到着する別送品を受け付けていません。別送品を送る

場合は、居住者自身が入居後に直接引き取りを行えるように手配をしてください。 

 

3. チューター制度をご利用の方へ 

チューター制度をご利用の方は、本案内記載の情報を共有いただき、ロッジでの生

活に関するサポートや協力をお願いしてください。 

 

4. 到着時に必要な書類 

宿舎到着時には、同「入居案内」１ページ目記載の 3 点の書類に加え、以下の書

類の提出が必要ですので、必ずお持ちください。 

1) 入居許可通知書 

注意： この通知書は「OSTA 申請結果（当選）」という見出しの通知メー

ルに添付されていたものです。(参照：25.入居書類の記入例の(4)) 

入居後にすみやかに提出してください。 

2) パスポートと在留カード 

* お持ちでしたら、学生証も提出してください。 

事務室では、これらの書面のコピーを取り、その場で原本を返却します。 

 

mailto:komaba_lodge.adm@gs.mail.u-tokyo.ac.jp


2025年 2月更新 

3 

5. 入居時の案内 

到着後間もなく、既存の居住者ないし事務室職員が、ロッジ内および居室を案内

します。これには 20 分程度を要しますが、その間、ロッジで生活するうえで重

要な事柄についての説明があります。分からないことなどありましたら、遠慮な

く質問してください。 

 

6. 鍵 

ロッジ事務室から居室の鍵と IC カードを受け取ってください。IC カードは、ロ

ッジへの通用口（事務室の受付時間を過ぎると閉まります）と駒場Ⅱキャンパ

ス・東門と西門のためのものです。鍵とカードを失くしたり破損したりしないよ

うに、注意してください。交換に要する費用は、居住者の負担となります。 

 

7. 寝具 

ベッド、マットレスを除く寝具（枕、枕カバー、シーツ、毛布、掛け布団、など）

は、各居住者が用意することになっています。居室内には、ベッドとマットレス

のみが備わっています。なお、個人にて寝具を用意する場合であっても、居室ベ

ッド用のベッドパッドについては指定のものを購入する必要があります。 

 

寝具の詳しい説明については、下記 URL をご覧ください。 

https://www.u-tokyo.ac.jp/adm/housing-office/ja/download/index_00002.html 

 

寝具購入申請書は実入居日の 10 日前までに必ず事務室宛にご提出ください。ベ

ッドパッドについては必ず指定のものを購入しなければなりませんので、入居者

は全員、同申請書を提出する必要があります。 

 

※ロッジ事務室での寝具貸し出しは、行っておりません。 

 

8. 居室の状態の確認（到着時） 

事務室は、入居者に「居室チェックリスト（到着時）」という書面を配布します。

この書面は、入居したときの居室の状態を証明するもので、非常に重要です。 

到着から 7 日以内に、書面を記入のうえ、提出してください。 

この用紙の提出がないと、前居住者によって生じた施設・備品の損傷に対し、 

全て責任を負うことになります。 

 

9. 駐車場 

自動車を駐車して、荷物を搬入する場合は、前もって事務室に連絡してください。

（居住者が常用できる駐車スペースは、ありません。） 

 

https://www.u-tokyo.ac.jp/adm/housing-office/ja/download/index_00002.html
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10. インターネット 

ロッジ全室で無線 LAN（Wi-Fi）接続サービスを利用できます。また、UTokyo 

WiFi も利用できます。 

 

11. 喫煙について 

 宿舎敷地内には、喫煙場所がありません。各居室内ならびに居室設置のバルコニ

ーでの喫煙は固く禁じられています。 

 

12. 郵便 

居室番号の記載のない郵便物は、配達されない可能性があります。郵便物を送る

ことが見込まれるご家族やお友達の方には、以下の 2 点を伝えておいてください。 

1) ロッジ名・居室番号をはっきりと示す。 

2) 名前は、アルファベットで記載する。 

 

13. 主な規則 

 

13-1. 禁止事項 

以下の行為は、固く禁じられています。 

1) ｢東京大学憲章｣にて謳われている基本的人権の尊重の定めや、｢東京大学

ダイバーシティ＆インクルージョン宣言｣に反し、宿舎内での生活におい

て他の居住者や宿舎運営に関わる如何なる人へのハラスメントや脅迫な

ど、他者の人権を侵害するような行為を行うこと。 

2) ペットを飼うこと。 

3) 土足のまま、入室すること。 

4) 壁や家具などに、がびょうや釘で穴を開けたり、テープやシールを貼っ

たり、フックを付けたりすること。ただし、壁から突き出ているバーの

上は、例外です。 

5) 共有スペースに私物を置くこと。 

6) 非居住者に居室を貸すこと。 

7) （あらかじめ備わった機器などを除き）火気を使用すること。 

8) 宿舎居室内ならびに居室設置のバルコニー等、敷地内での喫煙行為。 

9) 居室内外で大声で話したり、大音量で音楽を流したりする行為。 

10) 許可なしにロッジ敷地内に駐車すること。 

           11) 家族や友人を宿泊させること。 

 

 

 

https://www.u-tokyo.ac.jp/ja/about/overview/b04.html
https://www.u-tokyo.ac.jp/ja/about/actions/di01.html
https://www.u-tokyo.ac.jp/ja/about/actions/di01.html
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13-2. 夫婦／家族室での同居について 

     原則、夫婦室／家族室での同居については、宿舎申請時に申込を行わなければ 

なりません。同居夫婦／家族は、原則与えられた許可期間の間に亘って共に 

宿舎に住む必要があります。 

もし、同居予定家族の宿舎入居がご自身の入居日よりも遅れる場合は、必ずその

旨 宿舎事務室にお知らせください。なお、同居予定家族が遅れて入居される場合

は、宿舎到着日に必ずロッジ事務室に立ち寄り、お部屋の鍵の受取り、ならびに

居住者情報登録のための必要書類の提出を行ってください。 

 

仮に一人の居住者が、その宿舎申請内容に反し、ロッジにおける夫婦／家族室を 

長期に亘って単独使用していることが認められた場合は、直ちに宿舎退去を命じ

られる場合もありますので、ご留意ください。また、同居家族の人数に変更が生

じた場合には、速やかにロッジ事務室にお知らせください。 

 

13-3. 退去処分 

各居住者は、本入居案内記載の諸規則を遵守する必要があります。なお、宿舎 

規則に違反した場合や、ロッジの管理運営に重大な支障を与えたと見なされた 

場合には、退去処分となることがあります。 

 

13-4. 外泊 

緊急時に備え、事務室には、居住者に常に連絡できる体制が求められます。 

ロッジ以外の場所に宿泊する際には、事前に「旅行・外泊届」に記入のうえ、 

事務室に提出してください。用紙は事務室にて入手可能な上、以下サイトから 

もダウンロードできます。  

■東京大学インターナショナル・ロッジ「旅行・外泊届」 

 https://www.u-tokyo.ac.jp/adm/housing-office/ja/download/index_00002.html 

 

13-5. 宿舎への立ち入りについて 

外部訪問客による宿舎への立ち入り時間は、22 時まです。 

宿舎外部から訪問客を招き入れるときは、必ず自室等へ案内する前に宿舎事務

室に立ち寄り、来客者名簿に各自氏名等を記入してもらい、事務室の受付時間

外であっても退館時にも記載して下さい。 

  また必ず指定時間である 22 時までには宿舎から退館してもらってください。 

上記 13-1 の定めにあるとおり、如何なる理由があっても、外部訪問客の宿泊は

固く禁じられていますので、ご留意ください。 

 

 

 

https://www.u-tokyo.ac.jp/adm/housing-office/ja/download/index_00002.html
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13-6. 音についての配慮 

宿舎内では 23時から 8時までの間、音に対して配慮する必要があります。 

この時間帯において、話し声、音楽、その他の音が居室外に漏れないよう 

十分ご配慮ください。また、同時間帯における共用スペースでの集会も禁止 

されております。居住者は常に音に関するマナーを守り、他の居住者への 

配慮を怠らないようお願いいたします。 

 

14. 費用 

居住者は、毎月以下の費用を支払います。 

1) 部屋代 

2) 光熱水道通信費（電気、上下水道、インターネット料） 

3) 共益費 

共益費は、居住者の共通の利益のために活用されます。 

〇駒場ロッジ別館・居室タイプ別「入居費」 

居室タイプ 入居費（初回請求のみ） 

単身室 23,000 円 

夫婦室 31,300 円 

家族室 48,200 円 

 

費用項目 月 額 日 額 

部屋代 

単身室 63,200 円 2,100 円 

夫婦室 82,400 円 2,740 円 

家族室 125,400 円 4,180 円 

共益費 

単身室 2,000 円 非該当 

夫婦室 3,200 円 非該当 

家族室 3,700 円 非該当 

光熱水料・ 

インターネット料金 

単身室 14,300 円 480円 

夫婦室 27,300 円 910円 

家族室 
28,700 円 960 円 

 

請求書は、毎月 10 日ごろに発行されますので、同月 20 日までに支払いを済ま

せてください。支払方法は、銀行振り込み（銀行窓口、ATM、オンライン）に

限ります。東京大学では、その他の支払方法を受け付けません。 

以下に、ご注意ください。 
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1) 初月分の費用は現金でお持ちいただくようお願いします。 

2) 宿舎費用は、変更されることがあります。 

費用変更が行われる際には、ハウジングオフィス HP ならびに宿舎入居者宛 

通知にてお知らせしますので、必ずご確認ください。 

3) 入居月と退去月には、１カ月間フルに滞在しない場合、部屋代と光熱水道通

信費に限り、上記日額が適用となります。（上記月額を超える額が、請求さ

れることはありません。）共益費については、入居月と退去月においても、

その間の滞在日数に関係なく、月額が請求されます。 

4) 入居月における日割り計算の開始日は、実際の入居日ではなく、入居許可期

間の初日となります。実際の入居がこの開始日よりあとになった場合、開始

日から入居日までの日数が加算されます。 

新規入居者については、初回の請求のときに下記入居費を支払っていただき

ます。入居費は退去後に行う居室の清掃ならびに必要修繕にかかる費用です。

（入居月１回のみのお支払いとなります。）

* 退去時の居室が著しく汚れていたり、居室内の設備が一部破損や紛失など

していた場合には、原状回復費用を別途お支払いいただくこともあります。 

詳しくは下記「22. 退去に際しての注意点」をご覧ください。 

5) 電気、水道の使用量が顕著に平均を上回った場合、追加分を請求することが

あります。 

6) 一度支払った費用は、どのような理由があっても、払い戻しできません。 

7) 駒場別館「使用要領」第６項（２）にあるとおり、使用料等を３か月以上滞

納し、督促を受けてもなお納付しないときは、入居許可を取り消される場合

があります。 

 

15. 清掃 

居室清掃は、浴室、シャワー室、トイレも含め、各居住者が行わなければなりま

せん。事務室で、電気掃除機を貸し出していますのでご利用ください。 

 

16. 居室の変更 

原則、ほかの居室への変更は認められません。 
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17. 設備・備品 

ロッジには、以下の設備・備品があります。 

< 単身室 > 

シングル・ベッド（マットレス付）、洋服だんす、本棚、 

机・いす、電気スタンド、キッチン（小）、冷蔵庫、IH ヒーター、 

浴室（トイレ、洗面付）、バルコニー、 

エアコン、インターフォン、換気扇、照明、カーテン 

 

< 夫婦室 > 

ダブル・ベッド（マットレス付）、洋服だんす、本棚、 

ラック（靴箱としても使用可）、机、いす、電気スタンド、 

キッチン、冷蔵庫、IH ヒーター、電子レンジ、炊飯器、調理具、食器類、 

シャワー室、トイレ、洗濯機、 

エアコン、インターフォン、換気扇、照明、カーテン、バルコニー 

< 共用施設 > 

多目的ホール: 

テーブル・いす、テレビ、電子ピアノ、無線 LAN、Wi-Fi、オーディオ機器、卓球

台、 

キッチン、冷蔵庫、トイレ 

エントランス・ホール 

テーブル・いす、テレビ、無線 LAN、Wi-Fi 

その他共用施設: 

洗濯室、駐輪場、メールボックス、ごみ置き場、電子レンジ 

 

無料貸し出し品: 

アイロン・アイロン台、電気掃除機、自転車用ポンプ、はかり、台車 

* （ロッジ事務室を含む）東京大学は、貸出品により、直接的または間接的に

生じた負傷や所持品の損傷に対し、責任を負いません。 

※体調が優れない場合は、共用施設のご利用をお控えください。必要に応じて、マ

スクの着用または適切な距離を保ちながらご利用いただけますようお願いします。 
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18. 在留カードと転居手続き 

(1) 海外から入居する方へ 

3 ヶ月以上滞在する外国籍の方々は、成田国際空港または羽田空港にて在留カー

ドを受領します。（中部国際空港、関西国際空港でも、在留カードの発行を行っ

ています。） 

このとき、資格外活動許可の申請もできます。許可を受けることで、非常勤の就

労が可能となります。 

上記以外の空港を利用する場合は、上陸許可を受け、目黒区役所で居住地の登録

を行ったあと、在留カードを入手できます。 

(2) 既に日本に在住している方へ 

目黒区以外の国内居住者は、居所の役所に（実際の転出日前に）転出届を提出し

ます。役所は転出証明書を発行しますが、これは目黒区役所で転入手続きをする

際に、必要です。登録は移動日から 14 日以内に行わなくてはなりません。 

目黒区内にお住まいの場合は、駒場ロッジ別館に入居したあとで、目黒区役所に

転居届を提出します。 

 

19. 保険 

東京大学は、居住者の所有物を補償する保険に加入していません。必要と判断 

する場合は、居住者が加入しなくてはなりません。 

 

20. ロッジの下見（入居許可が下りた方のみ） 

既に宿舎への入居許可を得ている方で、日本に在住の方、または入居日に先だっ

て来日する方は、事前にロッジ事務室と調整することを条件に、ロッジの下見が

許可されています。また、（日本在住の）近親者、受入教官、または受入教官の

もとで研究・事務に従事する方に限り、代理の下見も受け付けています。（これ

以外の方の下見は、認めていません。）下見を希望する場合は、遅くとも下見希

望日の 3 日前までに、ロッジ事務室宛に E メール（2 ページ参照）で以下の情報

を提供してください。 

1) 居室番号 

2) あなたのお名前（および代理者のお名前) 

3) （入居許可書の）許可番号 

4) 訪問希望日時（複数挙げてください。） 

※必ず入居許可署（コピー）と見学者ご自身の身分証明するものをご提示 

いただきます。 

なお、ロッジ事務室の業務上、職員が随伴できないこともありますので、予め

ご了承ください。その場合は、共有スペースだけをご覧いただくことになり 

ます。 
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21. 退去 

すべての居住者は、退去日の 14 日前までに「退去届」を事務室に提出しなければ

なりません。希望者は「退去届」の提出をもって、入居許可期限を待たずに、宿

舎を早期退去することができます。なお、期限を過ぎての届出については、（実

際の退去日に関係なく）同届出があった日から 14 日目までの期間が宿舎料請求の

対象となります。 

 

22. 退去に際しての注意点 

 1) 退去に汚損、破損や残置物がある等、原状回復を要する場合は、これにかかる 

   清掃、修繕、処分等の費用を請求します。 

 2) 備品を持ち出した場合は、返還して頂きます。 

 3) 退去時に居室内に残置物がある場合、所有権を放棄したものとみなし、これを 

   処分しその費用を請求します。 

  

23. 変更条項 

同「入居案内」記載の内容および規定等については、変更されることがあります。 

「入居案内」の内容および規定等に変更が生じた場合には、東京大学ハウジング 

オフィスのホームページ上にて、お知らせ致します。 

■東京大学ハウジングオフィス HP 

 https://www.u-tokyo.ac.jp/adm/housing-office/ja/download/index_00001.html 

 

24. アクセス  

駒場ロッジの最寄駅は、京王井の頭線の「駒場東大前」駅です。小田急線東北沢

駅も利用可能です。本郷方面へは地下鉄千代田線乗り入れ、代々木上原駅で乗り

換えが便利です。 

空港から鉄道やバスを利用する場合は、以下のサイトなどで調べると移動経路

や所要時間、料金がわかり便利です。  

Japan Transit Planner https://world.jorudan.co.jp/mln/en/ （多言語対応）  

YAHOO! JAPAN 路線情報 https://transit.yahoo.co.jp/ （日本語のみ）  

上記の情報は変更されることがあります。 

  

https://www.u-tokyo.ac.jp/adm/housing-office/ja/download/index_00001.html
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25. 駒場ロッジ別館までの略図 

 

 

 

 

小田急線 

東北沢駅 

 

 

 

I 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

駒場東大前駅から駒場ロッジ別館までは、西口を出て、

灰色の矢印に従って歩いてください。約 10 分を要しま

す。小田急線・東北沢駅からは、改札を出て右側に沿っ

て道なりに歩きますと、約 5 分で駒場２キャンパス正門

に到着します。 

タクシーで行く場合： 

1) 駒場Ⅱキャンパスの東門（駒場ロッジ別館に一番近い門）で降りて、歩いてくださ

い。  

注： 「日本民芸館」の方が、「東京大学・東門」より、タクシーの運転手には分かり

がいいかもしれません。 

2) 駒場Ⅱキャンパスの正門を通り、守衛に駒場ロッジ別館に入居することを伝え、ロッ

ジ前までタクシーを乗り入れてください。 

東 門 

渋谷 

京王井の頭線 吉祥寺 

駒場東大前駅 

駒場Ⅰキャンパス 

 

東大口 

西 口 

駒場Ⅱキャンパス 正 門  

駒場公園 

日 本 民 芸 館 

駒場ロッジ別館 

東門が閉門している時は、正門から入ってください。 

【開門時間】東門：8：00～20：00（日・祝日は閉門） 

      正門：7：30～21：30（土日･祝日は閉門） 

※正門の守衛所側小扉は 24時間開門。 

 

駒場Ⅰキャンパス西門 

駒 II 

西門 
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26. 入居書類の記入例 

 

(1) 入居届 
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(2) 誓約書 
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(3) 新入居者の方へ 
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(4) 入居許可通知書 

 


